
 

横須賀市では、就学援助世帯の不登校児童・生徒が 
フリースクールに通う費用を支援しています。 

お問い合わせ・お申し込みは、以下をお読みいただいた上で、 
生活支援課までご連絡ください。 

お話をお聞きした上で、必要書類（就学援助決定通知書等の写しなど）を 
ご案内させていただきます。お電話かＥメールで生活支援課へご連絡ください。 

横須賀市内在住の就学援助費受給世帯の児童・生徒（小学生～中学生）で、 
病気や芸能活動等の理由以外で小・中学校を年間概ね３０日以上休んでいるお子さん 

市がフリースクール利用料相当額を支援することで、対象となるお子さんが無料（週３回、２時間
／日程度）で利用できます（交通費や食費等、自己負担となるものがあります）。 
※支援内容の範囲を超えて利用を希望する場合の費用は自己負担となります。 
※全体の定員に限りがございます。 

就学援助世帯の不登校児童・生徒の 
フリースクール利用料を支援します 

【フリースクール】 
文部科学省では「不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設」
としています。上の表の支援対象フリースクールは、「在籍する小・中学校において出席扱いとなる制度」の
対象校として市内で実績のある施設です。 
活動内容は支援を行うフリースクールによって異なります。詳細は、各施設へ直接ご確認ください。 

令和７年度事業 

期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 


